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1.性暴力に関する市の認識について 

2.被爆体験者問題の解決について 

3．母子生活支援施設「白菊寮」の整備について 

4.本人通知制度の改善について 

5.高齢者(要介護者)・障がい者の選挙権の保障に関する

取組の進捗状況について 

池田 Q1：昨年の 6月議会で、内閣府の

ポスターを示し、性暴力に関する市の認

識を尋ねた。市は「どんな状況において

も相手の同意のない性的行為は性暴力で

ある」という国の認識と同じであると答

弁したがそれ以来、今もその認識は変わ

っていないか。 

市民生活部長 A1：性暴

力根絶に向けた取り組

みと被害者支援につい

ては、国と同じ認識で

進めていく。 

池田 Q2：昨年の内閣府のポスターに「性暴力に言い訳は通らない」

とある。これについても市の公式見解は国の見解と同じと考えてよ

いか。 

市民生活部長 A2：国・県と同様の考えで取り組んでいる。 

池田 Q3：では具体的な例を挙げて市の認識を

伺う。一般論として答弁を。例えば、性暴力に

遭った女性に対し、「狭い空間に二人きりにな

ったから」「そこから逃げなかったから」と、

女性にも落ち度があるという考えを、市は支持

するか否定するか。 

市民生活部長

A3：相談の内容に

よって事情が異な

る。それぞれに応

じて適切に対応し

ている。 

池田 Q4：ちゃんと答えよ。女

性にも落ち度があると考える

のか否定するのか。 

市民生活部長 A4：ポスターはアマ

ランスに掲示している。国と同様

の考えで市民に周知している。 

池田 Q5：次の例として、市は「性暴力被害者が暗黙の了解を

していると加害者が誤解したのは、そう思わせた被害者にも落

ち度がある」という考えを支持するか否定するか。 

市民生活部長 A5：一般論

といっても個別に様々な内

容があり、個々の事情につ

いては答弁を差し控える。 

池田 Q6：「性暴力に言い訳、つまり個別の事情は通らない」

というのが国の考え方だ。前年のポスターに「勝手に YESと

思い込むのは NO」とあり、市はこれを支持すると言ったでは

ないか。暗黙の了解をしていると加害者が勝手に誤解するの

はダメではないのか。 

市民生活部長 A6：R2・R3

年のポスターいずれも市は

国と同様の考えで周知を図

っている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田 Q7：次の例。マスコミの取材活動に男女差はないはずだが、残念ながら

女性記者が取材中にセクハラや性暴力に遭う事例が後を絶たない。マスコミの

女性記者が取材中、取材相手による性暴力に遭ったとする。その際、その時間

が深夜であったとか、取材相手がお酒を飲んでいるのを知っていたとかを理由

に、女性記者にも落ち度があるという考えを市は支持するか否定するか。 

市民生活部長

A7：今の事例

はポスターに

記載がない。 

池田 Q8：ここに書かれていない事例はいっぱいあ

る。どんな事例であっても性暴力に言い訳は通ら

ない、女性に落ち度があると言ってはいけないと

いうのが国のポスターだ。市は女性に落ち度があ

ると考えるのか否定するのかはっきり答えよ。 

市民生活部長 A8：

様々な事例に応じて

適切に対応する。 

池田 Q9：個々の事情がどんな事情でも性暴力

に言い訳を通らないというのが国の考えだ。市

の認識について答弁を。 

市民生活部長

A9：国の考え方

を理解し周知す

る。 

池田 Q10：国と同じ認識を持って性暴力の根絶に取り組んでいる長崎市が、

5/30判決の性暴力裁判で、いま挙げた具体例について、女性にも落ち度が

あると主張したのはなぜか。 

総務部長 A10：

訴訟にかかわる

内容なので答弁

は差し控える。 

池田 Q11:訴訟に関わることだから答えないという問題ではな

い。すでにマスコミ報道で、市がそう主張したことを市民は知

っている。問題は市の市民に対する説明責任だ。議場では「性

暴力に言い訳は通らない」と言いながら法廷では「被害者にも

落ち度がある」と全く逆のことを主張している。どちらが市の

見解なのか。市民に対する説明責任を果たすべきだ。 

総務部長 A11：訴訟に関わる内容なので答弁は差し控える。 

池田 Q12：判決報道で、長崎市は性暴力に関して「被害者にも落ち度がある」という認識を

持っていると全国に知れ渡った。市が国と同じ見解を持っていると示すためには、判決を受

け入れるしかない。判決では部長の職権乱用による性暴力と二次被害防止義務を怠ったこと

による市の責任が断罪され、賠償命令が下りた。市は部長による同意のない性暴力があった

ことは認めている。二次被害についても認識している。原告は心身ともに傷つけられ長い間

苦しんできた。長崎市はこれ以上人権侵害を引き延ばすべきではない。控訴をせず判決を受

け入れて原告に謝罪し、再発防止に取り組むべきではないか。市長の見解を。 

総務部長 A12：控訴の有無については十分な精査が必要。結論はしばらく待ってほしい。 

池田 13：判決文を読むと、市は完膚なきまでに負けている。社会の認識も大きく変化し、控

訴審で市の主張が受け入れられる可能性は極めて低い。たくさんの市民が控訴しないことを

求め、県外からは「平和都市として恥ずかしくない判断を」という声も上がっている。日本

はジェンダー平等が遅れており、古い価値観と偏見、不平等な扱いによって多くの女性が働

きづらさ、生きづらさを感じている。この裁判は古い価値観を刷新する転換点の一つだ。真

の男女平等の実現のため判決を受け入れ控訴しないという決断を強く求める。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田 Q14：昨年の「黒い雨」高裁判

決を受け広島では 4月から区域外

の被爆者の救済が始まったが、同

じ条件にある長崎の被爆体験者は

最高裁で敗訴したことと、原爆後

に雨が降ったとする客観的記録が

ないという理由で対象外とされ、

救済のめどが立っていない。被爆

体験者の救済について、いつまで

にどのうよな方法で行おうとして

いるのか。 

市長 A14：国・県とともに、過去の

裁判の証拠書類から雨や放射性降下

物に関するものを抽出し、黒い雨訴

訟と被爆体験者訴訟の整合性や課題

を整理している。終了時期は明示で

きないが、早急に救済に向けた糸口

を探し出し、長崎も認定の対象とな

るよう国と協議を進める。 

池田 Q15：放射性降下物も抽出していると答弁にあっ

たが、厚労省が黒い雨だけでなく、放射性降下物に遭

った人も救済対象として検討するということか。 

原爆対策部長 A15：国は雨に

ついては認めているが、灰に

ついては認めていない。 

池田 Q16：「第 1種健康診断特例地域等の検証に関する検討会」

では飛散物も放射線が含まれていると厚労省が認めている。確

認すべき。また客観的資料としてこれまでの裁判で事実認定し

たものを拾い出しているというが、ほとんど敗訴している裁判

で採用された証拠を調べて何の意味があるのか。それより市が

作った証言記録こそ客観的資料ではないのか。この証言者の半

数以上が飛散物に遭ったという。しかも専門家の面談で作られ

たもので、十分客観的資料といえるのではないか。 

原対部長 A16：長崎市も未

指定地域で黒い雨等が降っ

たのは証言調査等で明らか

であると主張している。ま

た、広島高裁判決に用いら

れたのも証言調査に基づく

もので、市の証言調査は重

要だと思っている。しかし

国は証言を客観的なもので

はないと言っている。 

池田 Q17：裁判の証拠書類は線量やその健

康影響に関する、いわゆる「科学的根

拠」が多い。しかし広島高裁判決は健康

影響について科学的線量推計を示してい

ない。黒い雨に遭ったか、健康被害があ

るかだけだ。科学的根拠を検証するのは

時間の無駄ではないか。 

原対部長 A17：区域拡大に

科学的合理的根拠が必要だ

というのが国の考えだ。 

池田 18：厚労大臣の国会答弁は「合理的根

拠」とだけあり、すでに「科学的」という言

葉が欠落している。 

池田 19：作業のめ

どが立ってないとい

うが、被爆体験者に

は時間がない。救済

に向けて全力で取り

組むことを求める。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田 Q20：母子生活支援施設は DVの増加を背景にニ

ーズが高まっているのに、長崎市の「白菊寮」は

年々入居者が減少している。各部屋に浴室もキッチ

ンもなくプライバシーが保たれない環境にあること

が原因と考えられる。改善が必要ではないか。 

こども部長 A20：白菊寮は定員

14世帯に対し、現在 2世帯が入

居している。プライバシーが守ら

れる施設になっていないが、保育

所との合築のため改修は難しい。

白菊寮の今後の在り方について他

都市の状況も踏まえて検討し、早

急に結論を出す。 池田 Q21：過去 5年の白菊寮の平均入居率

は 18％、環境が整っている熊本の母子支援

施設の平均入居率は 96％。白菊寮の入居率

が低いのは施設環境に問題がある。市の条

例にも、母子室面積 30㎡以上、調理設備と

浴室、トイレを設置することと書いてあ

る。経過措置があるにせよ 10年以上その基

準が守られていない。条例は絵に描いた餅

か？ 

こども部長 A21：白菊寮は法改正

前につくられた施設なので経過措

置を適用している。居室の老朽化

や共同浴場・共同調理室など条例

の基準に合致していないのは十分

認識しているので今後の在り方は

早急に検討する。 

池田 22：これまでも同僚議員からプライバシーの問題や使い勝手の悪さが指摘されている。モ

ニタリングでも入居者から浴室や調理室の共同利用が不便とか使用時間延長の要望が出ている

のに放置されてきた。自立を目指す施設なので母親は就労し仕事は様々、子どもたちの年齢も

様々なので生活時間も様々だ。調理室や洗濯室の利用時間が夜 9時までで浴室は時間制限付き

の順番制では生活しづらい。早急に検討するというが待ったなしだ。コロナの下で DVは増えて

おり、白菊寮は今こそ活躍しなければならない。一刻も早くこの問題を解決するよう求める。 

池田 Q23：事前登録型の本人通知制度

が始まって 5年たつが、登録は進ん

でいない。昨年栃木県の行政書士に

よる住民票の写し等の不正取得事件

が起き、長崎市でも取得されていた

ことが分かった。しかし現行の制度

では登録していなければ不正取得さ

れてもわからない。他自治体では不

正取得が判明した場合、登録のいか

んにかかわらず本人に通知する「被

害告知制」を取り入れている。長崎

市も取り入れるべきではないか。 

市民生活部長 A23：被害告知制

を導入している自治体に確認

したが、不正取得の事実確認

や情報収集の範囲が様々で実

際の通知件数は少ないと聞い

た。また調査や事実確認に時

間を要するため、事案発生か

ら本人通知まで相当な時間が

かかる。まずは市民等に本制

度を知ってもらうために LINE

など新たなツールを用いた周

知活動に取り組む。 

池田 24：被害告知制に課題があるのは理解した。しかし、事前登録制と併用して導入している

自治体はたくさんある。わずか二つの自治体に聞き取りをして有効ではないと結論を出すのは

問題だ。新たな制度導入となれば本人通知制度の周知にもつながる。今後も被害告知制につい

ては他自治体の運用状況を研究してほしい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ夏本番です。今年も厳しい暑さが続きそうです。ご自愛ください。 

 

市民クラブ 池田章子 

 

池田 Q25：昨年 12月議会で高齢者(要介護者）の選挙権の保障につ

いて質問してから半年がたつ。投票機会の確保に取り組むとのこと

だったが、その後の進捗状況は？ 

選挙管理委員会事務局長 A25：要介護 5の方 2千人、郵便投票に

該当する障がい者の方 7千人に対して制度の案内文を郵送し、現

在多くの問い合わせがあっている。今後もホームページで周知を

図っていく。また不在者投票を行える施設の掘り起こしのため

120の高齢者施設にも制度の案内文を送った。福祉部と連携を図

り、介護事業所に対し、訪問介護や移送支援サービスが利用でき

る旨の周知文を送付した。投票に行きたくてもいけない高齢者や

障がい者の移動支援については他都市の状況を調査し、長崎市に

合った手法を検討する。 

池田 Q26：改善に取り組んでいることは理解した。郵便投票の対象者全

員に直接知らせるよう求めていたので実行してもらったのは評価す

る。今回の取り組みの成果として郵便投票の新規登録数を示せ。 

選管事務局長 A26：登

録者数は昨年 10月

111名に対し、今回 6

月 2日付で 179名にな

った。 

池田 Q27：参院選に向けてさらに登録が増えるよう努力してほし

い。介護保険が選挙に利用できると事業所に通知したのは一歩前

進だが、介護費用と移送費の公費負担は未着手だ。「タクシー代

を払ってまでは投票に行けない」という人も多い。選挙にかかる

移送費は特別交付税措置があるのだから利用すべき。巡回投票

所、介護タクシーの運行、無料タクシーチケット配布などが考え

られる。どの方法を考えているのか。またいつ頃実現するのか。 

選管事務局長 A27：手法

については中核市を調査

している。長崎の地形や

人口分布を考慮して今後

考える。来年 4月の統一

地方選挙までに一定の方

向性を出す。 

池田 Q28：来年の統一地方選挙から

利用できるということか。 

選管事務局長 A28：統一地方選に受

けてスピードアップを図る。 

池田 Q29：選挙に間に合うように

制度を作り、市民に周知し、憲法

に保障された選挙権の保障ができ

るようにすべきだ。今後の周知に

ついては、介護事業所への周知に

加え、ケアマネージャーから要介

護者やご家族に周知するよう市か

らお願いできないか。 

池田 30：市が持っている広報

媒体も使って周知に努めること

を求める。また郵便投票の拡大

も国に働きかけてほしい。 

池田 31：長崎は平和都市だから、人権を大切にしてほし

い。市長委は人権を守るということを考えて判断してほし

い。 

福祉部長 A29：ケアマネージャー

から伝えてもらうようにしたい。 


